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区域区分制度の概要
【区域区分とは】
市街化区域と市街化調整区域に区分すること
【目的】
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ること
• 無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止
• 計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成
• 地域の実情に即した都市を形成

【兵庫県内】
5区域（神⼾、阪神間、東播、中播、⻄播）の
20市6町で区域区分が定められている

【市街化区域】
既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ
計画的に市街化を図るべき区域

【市街化調整区域】
建築及び開発行為は原則として禁止され、都市施設の整備も
原則として行われえない、市街化を抑制すべき区域（開発許可
制度により開発を制限）
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兵庫県が示す区域区分見直しの基本的な考え方
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区域区分見直しの要否の判断フロー
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区域区分の廃止による
メリット・デメリット

メリット デメリット
 調整区域における人口減少の抑制
• 若年世代の定住促進（転出の抑制）
• UJIターンや田舎暮らし希望者の受け皿と
しての対応が可能

 土地利用規制の不均衡是正
• 隣接する非線引き都市計画区域や都計外
との土地利用規制の不均衡を是正

 地域特性に応じた土地利用
• 特定用途制限地域の決定等、市町による
地域特性に応じた土地利用コントロール
が可能

 新たな社会基盤の整備
• 調整区域の無秩序な市街化により道路、
下水道、小学校など新たな社会基盤の整
備が必要

 中心市街地の衰退
• 中心市街地から調整区域へ人口や産業
（工場、商業施設等）が流出し空き地・
空き家が増加

 農地等への影響
• 調整区域の農地が減少
• 宅地と農地が混在することにより営農環
境が悪化

他府県の区域区分を廃止した自治体に実施したアンケート及びヒアリング（兵庫県令和3年
度）の結果を踏まえ、区域区分を廃止することによるメリット・デメリット。
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